
　
町
は
、
９
月
20
日（
水
）に
中
南
信

用
金
庫
と
包
括
連
携
協
定
を
結
び
ま

し
た
。

　
町
で
は
、
空
き
家
対
策
の
一
環
と

し
て
、
都
市
計
画
課
内
に
一
次
相
談

窓
口
「
空
き
家
総
合
相
談
窓
口
」
を

設
け
、
空
き
家
所
有
者
等
か
ら
の
相

談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
よ
り
専
門
的
な
相
談
に

は
、
二
次
相
談
窓
口
と
し
て
不
動
産

取
引
や
法
務
に
関
す
る
団
体
及
び
日

常
管
理
に
関
す
る
支
援
団
体
な
ど
と

協
定
を
結
び
連
携
を
図
る
こ
と
で
、

空
き
家
の
解
消
や
利
活
用
の
促
進
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
、
二
次
相
談
窓
口
へ
新
た
に

金
融
機
関
が
加
わ
り
、
空
き
家
の
購

入
や
リ
フ
ォ
ー
ム
、
老
朽
化
し
た
空

き
家
の
取
壊
し
な
ど
の
際
に
生
じ
る

資
金
調
達
の
面
で
の
支
援
体
制
が
整

い
、
空
き
家
の
解
消
や
利
活
用
の
促

進
に
向
け
て
、
よ
り
実
効
性
の
高
い

取
組
み
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

問
都
市
計
画
課　
☎
内
線
２
８
９

　
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
と
交
通
事

故
防
止
の
徹
底
を
図
る
た
め
、「
第

60
回
大
磯
町
交
通
安
全
町
民
総
ぐ
る

み
大
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

○
と
き
（
予
定
）　
11
月
11
日（
土
）

　
午
前
10
時
か
ら

○
と
こ
ろ　
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階
研
修
室

○
内
容

　
①
交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
・
標
語
表
彰

　
②
交
通
安
全
協
力
者
等
表
彰

　
③
大
会
決
議

■
交
通
安
全
指
導
隊
隊
員
、
大
磯
・

二
宮
交
通
安
全
母
の
会
会
員
の
募
集

　
地
域
の
交
通
安
全
を
守
る
た
め
活

動
し
て
い
る
団
体
で
す
。
各
季
交
通

安
全
運
動
や
入
学
式
に
お
い
て
啓
発

を
行
っ
て
い
ま
す
。

〇
交
通
指
導
隊

▼
資
格　
町
内
在
住
で
20
歳
以
上
75

　
歳
以
下
の
健
康
な
方

▼
募
集
人
数　
３
人

▼
任
期　
３
年
（
再
任
あ
り
）

〇
交
通
安
全
母
の
会

▼
資
格　
大
磯
町
、
二
宮
町
在
住
の

　
女
性
（
年
齢
不
問
）

▼
申
込
み　
大
磯
地
区
交
通
安
全
協

　
会　
☎(

73)

１
３
５
０

問
町
民
課　
☎
内
線
２
３
７

　
第
54
回
地
域
安
全
県
民
の
つ
ど
い

に
お
い
て
、
日
頃
か
ら
積
極
的
に
活

動
さ
れ
て
い
る
方
々
に
感
謝
状
が
贈

呈
さ
れ
ま
し
た
！

こ
れ
か
ら
の
、
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

□
（
公
社
）
神
奈
川
県
防
犯
協
会
連

合
会
会
長
感
謝
状

・
添
田　
栄
さ
ん（
大
磯
町
・
二
宮
町

防
犯
指
導
員
連
絡
協
議
会
【
中
丸
】）

□
（
公
社
）
神
奈
川
県
防
犯
協
会
連

合
会
会
長
・
神
奈
川
県
警
察
本
部
長

連
名
感
謝
状

・
中
丸
町
内
会
（
代
表
：
山
口　
修

さ
ん
）

問
町
民
課　
☎
内
線
２
３
７

　
薪
ス
ト
ー
ブ
や
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー

ブ
は
、
木
質
資
源
を
燃
料
と
し
て
い

る
た
め
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で

あ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
も

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
誤
っ
た
使
用
方
法
に
よ

り
煙
や
臭
い
が
発
生
し
、
近
隣
ト
ラ

ブ
ル
に
つ
な
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
適
切
な
使
用
を
す
る
と
と
も
に
、

点
火
す
る
時
間
な
ど
ご
近
所
へ
の
配

慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
薪
ス
ト
ー
ブ
等
を
使
用
さ
れ
て
い

る
方
や
設
置
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方

は
、
環
境
省
発
行
の
「
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
ス
ト
ー
ブ
環
境
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
」
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

中
南
信
用
金
庫
と
包
括
連
携

協
定
を
結
び
ま
し
た

安
全
は
　
心
と
時
間
の

ゆ
と
り
か
ら

い
つ
も
見
守
り

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

～
地
域
の
防
犯
活
動
に
寄
与
～

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ス
ト
ー
ブ
の
使
用
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

令和４年度大磯町
交通安全ポスター

■ 木質バイオマスストーブ等の使用上の注意点 ■

●十分に乾燥したきれいな薪を使いましょう。
　乾燥が不十分だと、燃やしたときに煙やにおいが発生
します。接着剤や塗料、防腐剤が使用されたものや化学
処理された木材は、悪臭や有害な化学物質が発生する恐
れがあるので、燃やしてはいけません。

●ごみは燃やさないようにしましょう。
　家庭ごみや建築廃材などの廃棄物の焼却は、法律によ
り禁止されています。家庭ごみなどは、適切に分別・処
理するようにしましょう。

●定期的な掃除と点検をしましょう。
　ススは、風に飛ばされて近隣の迷惑になるとともに、
タールは、煙道火災の原因になる恐れがあります。

●火災の発生に注意しましょう。
　薪ストーブなどは火を使用するため、近くに燃えやす
いものを置かないようにしましょう。万が一に備えて
消火器を用意するなど対策をすることも大切です。

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
と
は

　
燃
焼
に
よ
り
Ｃ
Ｏ
２
（
二
酸
化
炭

素
）
が
発
生
し
て
も
、
植
物
の
成
長

過
程
で
光
合
成
に
よ
り
Ｃ
Ｏ
２
を
吸

収
し
て
い
る
た
め
、
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

の
収
支
が
ゼ
ロ
に
な
る
状
態
を
指
し

ま
す
。

問
環
境
課　
☎（
72
）４
４
３
８
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